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田承欠の乱後の幕府
①承欠の乱で上皇侭l」についた膏族ゃ武｀士の所領3000余力所を没収し、載政の

のあ某御家人を（1． )という新しい地頭に任命した。(I) は、

(2. )という決まリに基づいで収入を得る地蒟のことで、田把 (3 )町

ごとに 1正の土地、頃をあだ」 5升の（If. )なとを得た。ちなみに（1 ）に対
して、永欠の乱以前がぅ置力‘れていた地頭i左（5. ）という。

®改結果幕府の支配は畿内・西国の荘園・公領にも及び公武二元的な支
配(®)は (6. )が信位：にな某。そして (1)は菜府芯任命されたことを根

如に支配を強め荘園領主への年貢納入をおこなわなくなリ荘園領主と距蕗
とが：所領をめぐって幕府に訴訟が持ち込まれることが増えた。

回執梱政治の確立
①四舜、北条器時ヵ没し、子(/)<7. >が報罹についた。翌年、政子も

浚すると、 (7)は薪たに報灌送補佐す@(8. )を設け、おじの«. >
を任命した。さらに有力侑家’人や政務にすぐれた官僚を 1 （人遍んで (10. ) 

とし、合識制に基づく政治・裁判の通常き制度化した。

｀の乱後に訳執権となり、裁罹政治左確立したのは？（ } 
(2)(1)が誤置した執権の補佐役のごとを？
(3)初代＇の (2)は？
(4-) 122奔．（ば誤けた幕府の重要政務ゃ痣半1の評謙•裁定を合謙する
ための役嘩は？

①1226年には毎廷が<ll. >のことを将軍であることを認め（⑳）、
(I~. )年に、最初の体紅的な武家法として、 (13. )(I午 ）ヵ全が

制定された。これは顆朝以来の (I~ )や (16. )を基準とし、これ以後に
出された追加法令は (17. )といげてた。

(I) 1232年に制定された、武家の最初の体痢的法典を？ ( ) 
(2)(\)を制定した人物は？



( ((3. )は守護ゃ地頭の職務を定め、徊宝人同士ゃ智家人

と荘園領主とのあいだの紛争を公平Iゴ応基準を8月ら力‘にしたもので、登用乾

囲は (18. )酪で蕗廷の支配下では (I9. )が、また荘園

領主のもとでは（勾． ）が効力を持謬ーし＼た。

＠泰時が弟の六波躇探廻＜21. >にあてた書状でも (13) は (22. )の

知の法と主張している。のち幕府の差力の拡大にともない、 (13滋咬店を持っ祀

囲は拡大してい亭。

国殺罹政治の完冠
①泰時の後、孫叫喜嘉が釈執罹となリ、 12担に1~<.'.23. >Jf~代将
軍とな来。 5代＇蔀権にも孫の＜泣． ＞jf就任し南確政治森り西

化された。

|(1)鎌倉菓府の引澤罰？ ( ) 1 

①図6年前将軍くll． 注藷信の簗ぃで寮都に送リ泣し、 I舛7年
には、これに関係したとされる有力宿家人の＜25. >ー族を滅ぼした。

これを(!16. )といい、北条氏の兇位を不動］のも乃にした。

®蒜、迅速で公正な裁判をすすめ召ため、 124-q年評定架のもとに (27. )を

設置し、（遠 ）を任命し、所領に胴する新訟を担当させた。さらに

1252年には、 5代将軍く23. >を廂し、く匁． ＞の皇子
く30. >を将軍に迎＋た。これを (31. )と心。また、（2'f.）は

(29)の院政に介入して（田． ）の設置を求めた。



囚武士の生活 綱
①この頃までの武士1叶顎藩主峰譜
を引き、先祖以来の地に住孔着ぃた。

びこうち

彼らは河川の並-<(J)伶放高地を溺、

んで（お． ）をガまえ、周囲には ミ、ゞ
湿溝ゃ塀をめぐらした。

渥

|(1)鎌倉釦切の武士の屋敷を？ ( ) 

®(33)の周辺部には、年貢・公車の揺らない（3¥-. ）や (35. )とよばれる
直営地を蔀け、翌．怜裳を使て藉作させた。そして、名主なとの胄応尋肴
輝蛉して国衛ゃ荘園領主に納麟。 匿国晉国／匠囲

⑨ま起は合碕．痕堵Iとして公領の管理と徴税を 写•咀吐逃堕ー
おこない国司涅貢公事を納麟。荘官ゃ詞・武］言：戸：：：
郷司が慕応結んた場合は (36. )として現謎苔頌：フ下｀
管理した。 結 結

ロ：名や：：；し｀：口：夫二□二：三
一般腹民の (37_. )は、名王ガら名の一部を借りて秤1乍荘配・公領
を請灌ぃ韮禎砕ーといか土j色のレンタlレ料を名主へ納めた。
®誌つねに (38. )・（祖． ）・（知． ) (/) (4r. )ゃ

(42. )なとの武芸の銘る錬にはげんだ。こうした生活で43. .J遠函窓

道徳が生まれ、後世の武士追の起癒とな:::,亙

⑥武家社会では、一族叶廷（作 ）他を（お． ）と叫—家として武士
私やぐ心＜

団を組織してい怠。（伸）は（お）甜統率し、一族全体の番俊•軍役を将軍疇しで

恥、これを（告）たちに分担辻：た。このしく組を（％ ）痣ぶ。所領は

（他）に (47. )され女子ゃ養子にも相続権が訳められで＼＼た。蒜：、
結婚形態としでは（48. ）が一般的となったが当時の女生は比較的地
位が高く（伶． ）や（田 ）に架5こともあ菜。



(I)鎌倉時代の武士は同族的な纂国をつく文ていたが、｀その長を？（ ) 
(2)(l)以外の一族の他の者のことを？ ( ) 
(3)(I)を中心に一家を形成して団結する体制のことを？ ( ) 
(4)錐愴時代｀の武士の相続形態として一殿的だ｀来のは？（ ) 

回武士の土地安配
①承欠の乱後慕府の罹威を背景に、幕府に任命された地頭は年届を
納めな力‘泰リ、吾姓を私的に使造りと、把頭畔遭］領主との届所のトラブ I`L

ヵ違海した。そこで、荘厠領主たちは、地頭に荘翫菅理をー任する力わりに、

一定の年貢納入を請噸ゎ合という（sl. )表約を結んだ。

(l)荘園箱主と地頭の間の紛争を解決するために、一定の年言を得る
代わりに、地輝に荘園管理の＼＼毛さいを任せるイ可が行われた？

() 

①その包め、年をしぼリとるだけしぼリとろうとする茫蒟が現れる。その代表

例が、（幻． ）の（謎 ）の腹民が地頭の不当支配を荘園

領主に訴えた（数 ）である。

(I) l.276:年にあ否荘圏で吾姓なとが地頭の不当支配を荘園領主国訴え
だ有名な訴状があるが、この荘園名を？ ( ）国（ ) 

®それでも地頭わ荘園侵略1まおさまらな力‘ったため、土地を荘園領主と地
頭が折半する（お． ）という方法がと吋てた。当事者蘭の同意によ
る (56. )中分と幕府の裁決による強制中分があ某。（団）の例には

(切 )(/)ほ8. )があリ、（祐）の様子が描かれた絵図が残て哀。

(1)荘園領主が現地の土地を疇分と地寿分に分けて、徊互に干渉仕
ず土珀農民を支配することを？ ( ) 
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